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建築基準法等の見直しに関する意見と要望 

 
昨年６月 20 日に改正建築基準法が施行され、新構造基準も含めて運用が開始され半年が経
過しました。実務的な活動を通じて、法令の中で見直すべきことをまとめましたので、意見と

要望を提出します。 
 
１．建築基準法施行令の構造材料の許容応力度の見直しについて 

① 施行令第 91 条コンクリートの許容応力度 
旧来から、コンクリート許容引張応力度が長期Ｆ/30、短期 2Ｆ/30 と規定されている。
現状の設計体系は、プレストレスコンクリートのパーシャルプレストレス部材を除き、全

て 0であり誤解が生じ設計ミスを誘導する原因となっている。施行令第 91条では 0と改
正し、別途にプレストレスコンクリート構造の告示に引張許容応力度を追加すべきである。 
同様に、第 91条には短期のせん断と付着の許容応力度が長期の２倍との規定があるが、
十勝沖地震教訓を考慮した日本建築学会 RC 計算規準の 1970 年代前半の改訂以来、短期
許容応力度は長期の 1.5 倍が確認審査の場合でも正規の取扱になっており、誤用を誘導す
る規定となっている。 
平成 12年建設省告示第 1450号の引張許容応力度および付着許容応力度の規定も上記と
同じである。 
② 施行令第 97 条コンクリートの材料強度 
コンクリートの引張の材料強度が 0ではなく数値が規定されている。これは前項と同様
設計体系上、つじつまが合わない規定である。 
平成 12年建設省告示第 1450号における、引張とせん断に対する材料強度も上記と同じ

である。 
③ 施行令第 92 条鉄骨溶接継ぎ目ののど断面に対する許容応力度 
本条の規定は、突き合わせ溶接部とそれ以外の溶接部の２種類で規定されている。建築

構造体では、溶接継ぎ目の合理化を図る目的で部分溶け込み突き合せ溶接が採用される場

合があるが、この溶接ののど断面に対し偏心した作用力がなければ、突き合わせ溶接部の

許容応力度を採用して問題がないことは周知の事実となっている。設計の合理化を図るた

め、部分溶け込み突き合せ溶接継ぎ目の許容応力度の再考を要望する。 
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２．告示における許容応力度の追加について 

平成 13年告示第 1024号「特殊な許容応力度」において、鉄骨部材の支圧の許容応力度
等の規定がなされているが、鉄骨構造の設計体系において常用されている、柱脚や引張ボ

ルト接合のベースプレートの板曲げに関する許容応力度が規定されていない。本件は告示

で規定することを要望する。 
 

３．告示での保有水平耐力計算における限界状態の追加 

平成１９年告示第 594 号の 4では、保有水平耐力の計算方法において、全体崩壊形、部

分崩壊形、局部崩壊形の三種類が定義されたが、基礎の浮き上がりによる全体回転の崩壊

形が現実の構造物では存在している。既存の建築物としてもこの崩壊形を採用し建設され

たものが、高さ 45ｍの片廊下式共同住宅等で見受けられる。この崩壊形は浮き上がりによ

る回転が生じれば、それ以上の地震入力がない構造物である。これらの建築物が基礎の回

転が生じないものと仮定し、最大の構造特性係数Ｄｓ値 0.55 が必要であるとする法体系は

過剰であり、基礎の回転に対し上部構造は余裕ある耐震性は付与するとしても、崩壊形の

一形式として定義し、適切なＤｓ値を設定すべきである。 

 

４．告示での保有水平耐力計算における構造特性値 Ds 値について 

昭和 55 年告示第 1792 の第２、第３、第４、第５では、構造特性係数 Ds値の設定がパラ

メータにより 0.05 ずつ階段状に変化させる規定であるが、パラメータの僅かの変化により、

必要保有水平耐力が最大 20％も変わる規定となっている。工学的にはこのように大きな数

値で保有水平耐力を変える意味合いはない。この規定はパラメータ数値を恣意的に偽装す

る要因となっている。構造特性係数 Ds値設定は、階段状ではなく、滑らかに変化する規定

に改正することを要望する。 

 

５．冷間成形角型鋼管部材の告示と関連する仕様規定の追加 

平成 19 年告示第 595 号では、冷間成形角型鋼管柱による建築物の場合、ルート１，２の

計算では柱・梁曲げ強度比や最下階柱脚強度倍率を、ルート３の計算では柱の終局強度を

低減して評価する規定が設けられた。しかし、冷間成形部材の靱性劣化の著しい隅角部と

直接取り合う接合部（隅角部とガセットプレート等との接合）には規定がないため、バラ

ンスを欠いた状態である。冷間成形角型鋼管に本規程を設けるのであれば、隅角部取り合

い部も規定することを要望する。 

 

６．削除すべき告示の規定（耐力壁が過半の地震力を分担する建築物） 

平成 19 年告示第 594 号第 2の三 イの規定で、一次設計時で耐力壁が過半の地震力を分

担する建築物においては、ラーメン部分の地震力はその各柱が支持する重量に相当する地

震力の 25％以上とする、との規定があるが、以下の理由により過剰な規定と思われる。 

一次設計時で耐力壁が過半の地震力を分担する建築物はもともと壁の多い建物であり、

ルート１やルート 2-1、2-2 においては、一次設計において告示第 593 号の二（２）などの

規定により、耐力壁の設計用応力は一次設計分担地震力に対して割増をしており、十分な

強度を確保する設計法となっている。ルート 3においては壁が多い場合には大きな Ds値を

採用することになるので十分な強度を確保することは同様である。 
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ラーメン部分の地震時応力割増は、耐力壁に取り合う境界梁、およびその境界梁と取り

合う柱において、数値設定が複雑であり、骨組モデルを変えた応力変形解析を別途に行わ

なければ特定ができない。安全性確保の上で効果が薄いにも関わらず過剰な設計手間を要

求する告示であるので、この規定を廃止することを要望する。 

 

７．免震構造物における表層地盤増幅率の精算式不適用の緩和について 

近い将来の大地震襲来の危険性増大が予想される状況において、小規模建築物において

も免震構造物の普及が強く望まれるところである。今回改正にて、限界耐力計算を行う建

築物や免震構造物の場合の地震力を設定する告示において、表層地盤地震増幅率の精算式

適用は広範囲の地盤調査がなければ、不可と規定された。しかし、免震構造化による耐震

性向上効果は、広域地盤調査不足による不確定さを大きく上回るものがある。この規定は

小規模建築物の免震構造化普及の妨げになっているので、小規模免震構造物に限って、前

記の不確定さを補う安全率をもたせ、精算式を適用する道をひらくべきである。   

 

８．構造詳細図において、部材の有効細長比を記入する規定について 

施行規則に新たに構造詳細図の部材すべてにわたって有効細長比を記載する規定が設け

られた。しかし、通常の建築物において細長比は大きく設計を左右する情報ではなく、有

効細長比となるとラーメン座屈の現象を詳細に解析しなければ解が確定しない情報でもあ

る。必要性が薄いにも関わらず過剰な設計労力を要求する規定であり、削除することを要

望する。 

 

９．既存建築物の隣接増築時の取り扱いについて 

増築部面積が既存部の 1/2 超の場合は、「既存部分は許容応力度計算を行い確認する」が

基本となっていると認識している。しかし、現行基準に適合しているかどうかの判断のた

めに新たに構造計算書を作成することは多大の時間を必要とし、増築の停滞を生んでいる

と考える。1981 年以降建設の建物については、既存部分の構造計算を実行する前に、現行

基準への適合に対するチェックリストを活用し、検討項目を限定する運用を行うことが解

決法になると考える。現行基準への適合を判別するためのその案を当協会で作成中である

が、この活用方法を考えていただきたい。 

また、1981 年以前の建物については、仕様規定の問題などにより現行基準に合わせるこ

とは困難な場合があるが、補強によって現状の耐震性能と同等のものとすることは技術的

には可能と思われる。耐震診断によって 1/2 超の増築を可能とすることにしていただきた

い。 

 

１０．技術基準解説書 検討する方向に対し角度をなす耐力壁の壁量計算 

従前から法令解説として技術基準解説書（2007 年版 343 頁）に、耐力壁の壁量計算にお

いて、検討する方向に対してθの角度をなす壁の壁量は「断面積にcos2θを掛けて定めて

よい」と解説されている。これは耐力壁の剛性を集計しようとしているのか、耐力集計な

のか、工学的意味合いが不明である。その点を再確認し明解な解説とすることを要望する。 

 

以上 
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